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令和 3年（ワ）18684号中央新幹線工事差止等請求事件 

原	 	 告	 	 三	 木	 一	 彦	 ほか23名						

被	 	 告	 	 東海旅客鉄道(株)				

2021年10月21日 

 

東京地方裁判所民事第12部甲合議Ｂ係	 御中	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 原告ら訴訟代理人	

弁護士	 梶	 山	 正	 三	

	

弁護士	 樋	 渡	 俊	 一	

	

原告ら第１準備書面	

	

	 はじめに	

	 被告は、本年10月14日から、リニア北品川非常口内の深さ83mの地点から‟

調査掘進”と称して、事実上、シールドマシンによるトンネル掘削の本工事

に着手するとのことである(甲21)。しかも、被告は、シールドマシンによる

トンネル掘削については、土日祝日なども休まず、かつ、夜間も含む24時間

の昼夜兼行で工事をすることを公言している。	

	 看過できない暴挙なので、その所以を述べるとともに、当該暴挙により原

告らを含む近隣住民に対して、顕著な身体的被害、財産的被害を与える大き

なリスクがあること、及び、被告に対しては上記違法な工事を即時に停止す

るよう強く求めるものである。	

	 而して、本書面は、シールドマシンによるトンネル掘削が地盤陥没等を招

く高度の危険性及び上記工事が原告らに与える身体権、生活権、財産権のリ

スクに関して、訴状で述べたことを敷衍し、かつ、補足する。	
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第１	 シールドマシンによるトンネル掘削とその影響	

 １ 地盤陥没のメカニズム 

	 	 	 シールドマシンによるトンネル掘削において、地盤陥没、空洞形成は、	

ありふれた現象であることは、訴状でも述べた。前記、被告による‟調査	

掘進”は、上記‟ありふれた現象”による甚大な被害を生ずるのである。	

	 そのメカニズムは以下のとおりである(甲8)。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 注意すべきは以下の点である。	

	 	 	 第１に、空洞・陥没の形成、地表面沈下は程度の差こそあれ、必然で

ある。空洞・陥没の形成が地表面に到達するにはタイムラグが必要だが、

被告が計画している高々50～90m程度の深さでは、長期間のタイムラグは

期待できない。	

	 	 	 第２に、地層の破壊、撹乱により地層中の空気が排出されるが、地中

の有機質等の酸化に酸素が消費されるために‟酸欠空気”となって、地表

面に噴出する。噴出時には致死濃度となる(東京外環道路のケース)。こ

のような酸欠空気の噴出は、地下における土木工事にはつきものであっ

て、この現象も‟必然”である。	

	 	 	 第３に、訴状でも指摘したように、リニア計画路線の原告ら居住地付

近において、貧弱な調査結果を検討した限りでは、地表から10～13mまで
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は軟弱地盤である。その場合は、下図の事例３、事例４の如く(甲8)、地

表から掘削面までの約50～90mに及ぶ‟円筒状の緩み”又は‟陥没”が形

成されることが予想される。	

	 	 	 この地下深くに及ぶ‟緩み”	‟陥没”が形成された地表面(又はその近

傍)に存在する建物は当然、傾斜、破壊、崩壊という憂き目に遭う。	

	 	 	 第４に、砂層が存在する場合には、シールドマシンによるトンネル掘

削時の絶え間のない振動により砂層から水分が抽出され、その結果とし

て間隙水圧の上昇、さらには地上へ噴出という地震時における‟液状化”

と同様の現象が起きる(甲11の170ページ)。	

	 	 	 被告が、着手したシールドマシンによるトンネル掘削は、これほど危

険である。即時中止の結論に異論はあり得ない。	

	

	 ２ 振動及び低周波音の発生 

	 	 	 上記についても、訴状で一応は述べたが、説明不足は否めないので、

此処ではさらなる書証を追加して、やや丁寧に説明する。	
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  (1) 低周波音の発生機序とシールドマシン 

	 	 	 	 音は疎密波である。物体の振動が接する空気(媒体)に周期性のある	

疎密波を形成し、それが音波となって伝播する。	

	 通常、ヒトが音として捉えることができるものを“可聴音”といい、

周 

波数では 20Hz～20kHzのものを指す。低周波音について国際的な明確 

な定義はないが、日本の環境省では 100Hz以下を低周波音、20Hz以下 

を超低周波音と定義している。 

注意すべきは、20～100Hzは“可聴音”とされるが、同時に上記“低	

周波音”の領域にも含まれる。“超低周波音”は、可聴音の範囲には含

ま	

れない。	

	 低周波音の発生源となるものとしては、電動モーター(及びこれらを組	

み込んだ設備、機器)、高速道路、エコキュート等(ヒートポンプ)、エア	

コンプレッサー、破砕機などがあるが、シールドマシンは、云うまでも

な	

く低周波音発生機器である。	

	

(2) 騒音の測定、Ａ特性、Ｃ特性、Ｆ特性、Ｇ特性 

日本の騒音計の JIS 規格では。可聴音はＡ特性で測定するものとして

いるが、これに準じた騒音計のＡ特性は次ページに示すように 1000～

4kHz の領域では 100%のレスポンスを示すが、その両端では著しく相対レ

スポンスが低い。	

ヒトの聴覚感度に応じて、例えば 20Hzの音に関しては、騒音測定の

レ 

スポンスを－50%として音圧レベルを補正して測定するのが A 特性によ 

る測定である。なお、－50%ということは、音のエネルギーでは 

1/100000(10 万分の 1)という意味である。 
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	 	 A特性による測定は、問題を可聴音に限定しても、可聴領域の音のエ

ネ 

ルギー(音のエネルギーとは音圧レベルであって、単位としてはＷ/ｍ2)

の 

ごく一部しか捕捉できない。例えば、100Hzの音については、A特性に 

よる測定では実際の音のエネルギーの 1/1000しか拾うことができない 

31Hz の音については、A 特性による測定では、1/10000(1 万分の 1)し

か 

拾えないことになる。なお、環境省マニュアルのＧ特性は問題外である。 

	 	 	 	 低周波音に限らず、例えば、200Hzの音に関しても、A特性による測 

定では、音のエネルギーの 1/10しか拾えないことになる。したがって、 

低周波音被害を問題にする場合でなくても、低周波数領域の騒音が多く 

を占める騒音発生源の場合は騒音測定は、A特性ではなく、C又は F特 

性でも行うことが不可欠である。 

	 	 	 	 なお、上図でＺ特性としているのはＦ特性と同義である。	

	

	 ３ 低周波音による被害～環境省の迷妄 
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	 	 	 	 低周波音被害は“可聴音”によって生ずる被害ではない。日本の環境省

の	

誤りは、全て、これに関する無知からスタートしているので、まず、この

点	

を特に強調しておきたい(この点はとても重要な点なので順次詳しく述べ	

る)。日本には、低周波音に関する規制基準も、環境基準も存在しないが、	

逆説的に云えば、それが幸いしている。低周波音被害のイ・ロ・ハも知ら

な	

い行政庁が、‟基準”を作成することの恐ろしさは想像を絶する(低周波音

被	

害に限らず、多くの行政基準は、実は似たり寄ったりである)。	

	 誤解を恐れずに云えば、低周波音被害の原因となる“音”には、可聴音

領	

域の音も含まれるが、いずれにしても、可聴音による身体への影響と低周

波	

音被害をもたらす音とはそれを感知する身体作用と作用器官に相違がある 

ので、後者のメカニズムに対応する“音”が低周波音被害の原因となる“音”	

であって、そのゆえに、しばしば言われるところの「可聴音閾値」は無関

係	

なのである。例えば、小林芳正氏は以下のとおり云う(甲 17)。	

	

	

	

	

	 つまり、低周波音被害は「聴こえない音による被害」なのである。だか

ら、 

可聴音に特化したＡ特性で測定すると、「聞こえない音」の大部分をカット 

してしまうので、これはタブーである。 
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	 低周波音測定は、必ず、C 特性又はＦ特性で測らなければならない(ただ

し、同時にＡ特性で測定すること自体は、普通騒音の混入割合を知る上で

有用である)。 

	 低周波音による生活環境を通しての被害を検討する上で C 特性又はＦ特

性によるべしという点は、多くの識者の見解として一致している。上記引

用は小林芳正氏のものであるが、山田大邦氏(甲 18)も、同旨である。 

低周波音、超低周波音領域の人体影響を考慮するとＡ特性での測定は不	

十分と考えられると断定的に述べている。	

	 この点については、ニーナ・ピアポイントの説明がとても丁寧で分かり	

やすい。ニーナは、医者であり、風車病(風車発電施設による低周波症候	

群)に関して優れた疫学的研究を報告している。その彼女の説明を紹介する

(甲 15)。	

	 Ａウエイトと云うのは、Ａ特性のことである。Ａウエイトは、要するに

ヒ 

トの「聴覚」に合わせて、音の認識度に応じて、感度を高くしていること、 

逆に音としての認識度の低い周波数については、感度を低くしていること 

を説明している。 
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	 ウインドタービンシンドロームとは風車病症候群(発電用風車によって

引 

き起こされる低周波音症候群)のことだが、Ａ特性では、この低周波症候群 

の原因となる音のエネルギーの１千万分の１しか拾えないことを説明して 

いる。 

	 CウエイトはＣ特性のことだが、既に説明したように、Ｃ特性も完全な

フ 

ラットではない。31Hz以下では、少しずつ感度を落としている。しかし、 

Ａ特性では、可聴音レンジでも重み付けがあるのに、Ｃ特性では可聴音に

関 

しては重み付けがない。 

 

 

 

 

 

 

 

	 生活環境の騒音を表現するには、C特性は、Ａ特性よりもはるかに有用

で 

あることの説明である。生活の中で経験する低い周波数の音(例えば、壁を 

突き抜ける音)はＡ特性では少ししか拾えず、高い周波数の音(例えば、壁

で 

防止できる音)はＡ特性では大きく重み付けされることを説明している。 

	 低周波音は、それを遮ることが極めて困難である。例えば、63～125Hz
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の 

低周波音は、発生源から仮に 2km程度離れてもほとんど減衰しないが、 

2000Hzの音は 2km離れると音の大きさにして 1/200以下に下がる(甲 10)。 

	 	 	 さらに、低周波音は、遮蔽物による音の減衰も極めて困難である。そ

れは、波長が極めて長い。例えば20Hzの低周波音の波長は15℃で17mも

あるので、回折により、多くの遮蔽物を乗り越える。さらに、物体に対

して共振現象を起こすので、発生源の周囲を硬い(例えば、コンクリート

製の)分厚い箱で覆っても、減衰効果はほとんど得られない。	

	

	

	

	

	 ニーナの結論は要するに、Ａ特性を生活環境の研究に用いることの不適 

当性を云うのである。ただし、C特性と一緒に用いることには意味がある、 

と。最後にもう一言。 

	 小林芳正氏が指摘しているようにＡ特性で環境騒音を測れば良いという 

日本の環境省への批判である(甲 17、下に示した囲み)。 

	 日本の環境省が低周波音による被害に徹底して無知であることについて

は、いずれ必要に応じて述べる。欧米でも、規制当局の時代遅れは指摘さ

れているが、日本の環境省ほどひどくはない。WHO の欧州事務局などに

見られるように、「音」による被害を聴覚中心ではなく、振動や前庭窓を通

しての感覚器官への影響を問題にしているのである(甲 17)。 

	 なお、WHO 欧州事務局による夜間騒音による致死率の顕著な増加は重

要な指摘である(甲 19)。これについては、又の機会に譲る。 
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日本の環境省も、そして、日本国内の多数の事業者等も「音による被害」 

は聴覚を通しての被害という誤ったドグマから一歩も抜け出すことが出来 

ない。 

	 低周波音による被害は、聴覚を通してのものではない。つまり、“ウル

サ	

サ”(アノイアンス)ではない、別の被害なのである。	

	

	 ４ 低周波音被害機序と普通騒音(可聴

音)との相違 

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 上の図は、甲10からのもの、右図は	

	 	 甲16からのものである。この２つの図

によって、低周波音と可聴音とは、それを感受する身体器官及び機序が

異なることを説明する。	

鼓膜から入る“音”は、蝸牛で音を分析して脳に伝える。鼓膜から入っ	

た音は前庭窓を刺激し、中のリンバ液を振動させて、一部は蝸牛に伝わっ	

て、“音”として感じる。	

	 	 	 前庭窓から蝸牛の間に卵形嚢、球形嚢という２つの器官があり、ここが	

“振動”を感じる器官なのである。耳から入った振動は、まず、この２つ	
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の器官を振動させてから蝸牛に入る。卵形嚢、球形嚢は、低周波音にしか 

反応しない。 

前庭窓から入って球形嚢、卵形嚢を経由した音は三半規管(三半規管とは 

上半規管、水平半規管、後半器官の総称である)のうち、上半規管に到達す 

る(甲 16 の図では水平半規管と後半器官が示されていないが、甲 10 の図

を 

参照されたい。前記のとおり卵形嚢は低周波音にしか反応しないので、球

形 

嚢と卵形嚢を経由した低周波音は、上半規管に入り、リンパ液を流入させ

て、 

めまい、眼振、振動感などを引き起こす。 

	 上半規管の頂部を覆う骨の一部が欠損している場合がある。その場合、

上 

記症状は激化する。これが、上半規管裂隙症候群である。 

	 つまり、蝸牛経由、内耳神経経由の可聴音によるアノイアンス(ウルササ) 

と球形嚢、卵形嚢から上半規管経由で多様な症状(低周波音症候群又は風車 

病症候群)とはその作用機序が異なるのである。 

	 前庭窓の音に対する反応を調べた研究者は、反応のピークが 100Hzとい 

う低周波音にあることを発見した(甲 15 の 18/48p)。前庭窓は可聴音にも

低 

周波音にも反応するが、可聴音よりもむしろ低周波音側に感度があること 

に注目したい。 

 

 ５ 低周波音の身体への作用、共振周波数による共鳴 

	 	 	 	 前記のとおり、音は疎密波である。つまり、空間全体による身体への侵

襲 

が音によって引き起こされる。ニーナによる説明の一部を下記(次ページ)

に 
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引用する(甲 15)。 

 

 

 

 

	 	 	 身体の各部ごとに、“共振する周波数”があり、この多くは低周波レン

ジ	

だという点は、“目から鱗が落ちる”であろう。音のヒトへの作用は、こ

れ	

ほど多様である。	

	 前庭への音のピークは 100Hz だという発見(実験結果)は、聴覚を通した	

被害“ウルササ”と低周波音被害の根本的な相違を示すものである。 

	

第２	 高度の危険性	

 １ 低周波音の場合 

	 	 	 本件の場合～シールドマシンによるトンネル掘削は、確実に原告らの	

心身の被害をもたらす。空洞・陥没の形成が地表面に到達するにはタイ

ム 

ラグが必要だが(地層を通じた連鎖反応が前提となる)、振動、低周波音

は、	

連鎖反応ではなく、地層を通じた疎密波の伝播なのでタイムラグは僅か	

と推定される。	

	 低周波音被害には個人差が大きいとされるが、継続して低周波音に曝	
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されると‟過敏性”を獲得することが知られている(甲20)。	

	 重症者の被害は言語に絶する(甲20)。当代理人(梶山)が直接知る例で	

は、500m以上離れていても、草刈り音、重機の走行音、チェンソーの音

に	

耐えられない。昏倒し、本人自身も‟発作的に自殺したい”という強い衝	

動を感じるとのことである。	

	 	

	 ２ 空洞・陥没の形成 

	 	 	 一方において、空洞・陥没の形成による甚大な被害は、シールドマシ

ン	

によるトンネル掘削において確実にリスクを高める。地表面からの距離	

(深さ)は、居宅等の傾斜、歪み、亀裂、崩壊などの被害の顕在化を若干

遅	

らせるとしても、それは、気休めにもならず、終
つい

の棲家をも失わせると

い	

う点でも、被害者の人生を狂わせることになる。	

	

 ３ 違法な作業 

	 	 	 訴状でも詳しく述べたように、大深度法に基づくトンネル掘削は、明

白	

に違法である。それは法的観点からは当然のことである。	

	 一方において、原告らの人格権(身体権、平穏生活権)に対する強度の侵 

襲であり、それを媒介するのが、低周波音、振動、酸欠空気である。さ

ら	

に、土地建物等に対する財産権侵害は、主として地盤の空洞・陥没によ

り	

もたらされる。被告の行為が不法行為を形成することに疑問の余地はな	

い。	
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	 ４ 土日、祝日、昼夜兼行！ 

	 	 	 前記のとおり、被告は、本年10月14日から‟調査掘進”と詐称して、本	

工事に着手した。	

	 しかも、工事は、土日祝日も休まず、かつ、昼夜兼行の24時間継続し

て行うとのことである。	

	

第３	 工事の即時中止を！	

 １ 生命身体、生活権、財産への侵害は不可避 

	 	 	 開始されたシールドマシンによるトンネル掘削が継続する限り、既に	

詳しく述べたように、原告らの生命身体、平穏生活権、財産権侵害は高

度	

に侵害されることは確実である。しかも、被告は、24時間の昼夜兼行工

事、	

土日祝日にも工事を強行するとしている。	

	 	 	 人道的見地からも、到底許されない暴挙である。裁判の結論を待つま

でもなく、現時点で、‟調査掘進”と詐称する本工事を即時に中止するこ

とを強く求める。少なくとも、被告は、本件訴訟の結論が出るまでは絶

対に工事を強行してはならない。	

	

 ２ 高度の違法性 

   被告の上記‟詐称する本工事”が高度の違法性の根拠を概括すると以下	

のとおり。 

  ① そもそも、大深度法自体が憲法、民法に反する 

	 	 	 	 訴状で詳しく指摘したとおり。	

  ② 高度の人格権侵害(生命、身体、生活権の侵害) 

    被告は、上記を否定するが、そもそも現地の地盤・地質について、

調	
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査らしい調査を一切していないのに、そんなことが云えるはずはない。	

	 しかも、土日祝日も休まず、昼夜兼行で24時間の工事は、騒音規制

法、	

振動規制法、東京都環境確保条例にいずれも違反する。	

  ③ 財産権を根底から脅かす 

	 	 	 	 訴状及び本書面で述べたとおり。	

  ④ 一切の説明なし・・・最低限の適正手続きさえも欠落いし 

    ‟調査掘進”と詐称しつつ着手した本工事に際して、被告は、地元住	

民に一切の説明がなく、既成事実の積み重ねを狙った極めて悪質な行	

為である。 

	

第４	 訂正	

	 	 以下のとおり、訴状を訂正します。	

	 誤	 	 訴状42ページ11行目～12行目の引用書証番号	 甲9	

	 	 正	 	 上記甲9を甲11と訂正します。	

(終)	


